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・働き方改革への対応は、適正運賃の収受と労働時間の削減の両輪で進めていくべき
アンケート結果によれば、県内は、荷主に対する交渉を行えていない割合が高く、適正運賃の収受、
労働時間の削減に向けて、取引環境の改善の後押しが必要。
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【奈良労働局】
改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」
を編成。
今後トラック運転者の長時間労働の是正等の働き方
改革を一層積極的に進めるため、①長時間労働の恒
常的な荷待ち時間の改善に努めること、②運送業務
の発注担当者に改善基準を周知し、トラック運転者が
これを遵守できるよう協力すること、などを要請する。
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【奈良運輸支局】
監査を端緒とする「荷主勧告制度」とは異なり、長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務（追
加業務）、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報（非合理な到着時間の設定、重量違
反等になるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き）などの情報
を収集し、荷主に対する働きかけを行えるよう、意見募集窓口を周知する。
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「荷主勧告制度」
過積載運行や過労防止運転措置義務違反等の違反行為に対し、行政処分を行う場合に、当該違反行為が荷主の指示によるなど主として荷主の行為に起因するものと認められ
たときは、当該荷主に対し違反行為の再発防止のための適当な措置を執るべきこを勧告するもの。 勧告を発動した場合には、当該荷主名及び事案の概要を公表します。
また、法律に基づく勧告のほか、①勧告には至らないものの違反行為への関与が認められる荷主に対する「警告」、②関係機関からの法令違反情報等をもとに関係する荷主を
特定し早期に働きかけを行う「協力要請」といった措置を設けています。

また、奈良労働局や奈良県トラック協会と連携し、「荷主特別対策チーム」や協会員からの情報に
基づいて、事業者ヒアリングを実施し、本省への上申や今後の協議会での周知を実施

【奈良県トラック協会】
令和6年4月から適用される改正改善基準告示について、以下の取組を実施
・「改善基準告示が改正されます！」クリアファイルの配布 令和5年3月（予定）
・適正化事業情報誌「あすか」に改正内容を掲載し、県内荷主企業（約1000社）
に送付 令和5年3月（予定）
・改正改善基準告示周知セミナー 令和5年4月以降

クリアファイル


